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平成２７年８月５日宣告 裁判所書記官  

平成２６年（わ）第５７号，第９３号，第１２４号，第２１４号，第４０８号，第 

６７０号 昏酔強盗，建造物等以外放火被告事件 

判 決 

主 文 

   被告人を懲役１０年に処する。 

   未決勾留日数中３８０日をその刑に算入する。 

   訴訟費用は被告人の負担とする。 

理 由 

【罪となるべき事実】 

被告人は，  

第１ いわゆる婚活パーティに参加してきた男性や，かつて交際していた男性を昏

酔させて，その金品を盗取しようと企て， 

１ 平成２５年１１月１日午後７時１０分頃，大阪市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号ｆ階

飲食店「Ａ」において，以前参加した婚活パーティで知り合ったＢ（当時４５

歳）に対し，ブロマゼパム等を含有する薬物を密かに混入させた飲料を飲ませ，

間もなく同人を昏酔状態に陥らせた上，同日午後９時４６分頃，同区ｇｈ丁目

ｉ番ｊ号ｋビルｌ階貴金属類販売店「株式会社Ｃ」において，意識障害が生じ

昏酔状態にあった同人をして，同店店員Ｄに対し，腕時計１点（販売価格合計

９０万３，０００円）の購入方を申し込ませ，前記Ｂに代わって，同店員から

その腕時計１点を受け取り 

２ 平成２５年１１月７日午後６時頃から午後８時頃までの間に，神戸市ｍ区ｎ

通ｏ丁目ｐ番ｑ号飲食店「Ｅ」において，以前参加した婚活パーティで知り合

ったＦ（当時５６歳）に対し，フルニトラゼパム等を含有する薬物を密かに混

入させた飲料を飲ませ，間もなく同人を昏酔状態に陥らせた上，同日午後８時

１７分頃から同日午後９時３５分頃までの間，同区ｒ通ｓ丁目ｔ番ｕ号Ｇにお
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いて，意識障害が生じ昏酔状態にあった同人をして，同店店員Ｈに対し，腕時

計２点（販売価格合計１３２万３，０００円）の購入方を申し込ませ，前記Ｆ

に代わって，同店員からその腕時計２点を受け取り 

３ 平成２５年１１月２９日午後７時頃から午後８時頃までの間に，神戸市ｖ区

ｗ通ｘ丁目ｙ番ｚ号ａ１ビルｂ１階飲食店「Ｉ」において，かつて交際したこ

とがあるＪ（当時４７歳）に対し，フルニトラゼパム等を含有する薬物を密か

に混入させた飲料を飲ませ，間もなく同人を昏酔状態に陥らせた上，同月３０

日午前１１時頃，同区ｃ１通ｄ１丁目ｅ１番ｆ１号ホテル「Ｋ」において，同

人の身辺から，同人所有に係る腕時計等４点（時価合計約９７万円相当）を持

ち去り  

４ 平成２５年１２月１０日午後１１時頃，神戸市ｇ１区ｈ１通ｉ１丁目ｊ１番

ｋ１号Ｌにおいて，その日婚活パーティで知り合ったＭ（当時４９歳）に対し，

フルニトラゼパム等を含有する薬物を密かに混入させた飲料を飲ませ，間もな

く同人を昏酔状態に陥らせた上，その頃から同日午後１１時３４分頃までの間

に，同所付近又は同区ｌ１通ｍ１丁目ｎ１番ｏ１号先路上から同市ｐ１区ｑ１

通ｒ１丁目ｓ１番ｔ１号先路上に至るまでのタクシー内において，同人の財布

から現金１万円を抜き取り，同日午後１１時３４分頃，前記路上に停車したタ

クシー内から，同人所有に係るキーケース等８点在中のショルダーバッグ１点

（時価合計約１５万６，０００円相当）を持ち去り 

５ 平成２５年１２月１４日午後６時２０分頃から同日午後８時３０分頃までの

間に，神戸市ｕ１区ｖ１通ｗ１丁目ｘ１番ｙ１号ｚ１階飲食店｢Ｎ｣において，

その日婚活パーティで知り合ったＯ（当時３４歳）に対し，フルニトラゼパム

等を含有する薬物を密かに混入させた飲料を飲ませ，間もなく同人を昏酔状態

に陥らせた上，その頃から同日午後１０時３５分頃までの間に，同店又は同店

から大津市ａ２ｂ２番ｃ２号アパート｢Ｑ｣に至るまでの間において，同人の財

布から現金約１万５，０００円及びアメリカ合衆国８５ドルを抜き取り，同日
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午後８時５３分頃，神戸市ｄ２区ｅ２町ｆ２丁目ｇ２番ｈ２号Ｒ銀行Ｓ支店Ａ

ＴＭコーナーＴ駅北において，同人のキャッシュカードを使用して，同所設置

の現金自動預払機を被告人自ら操作し，又は，前記Ｏに操作させて，２度にわ

たり，現金合計１８万４，０００円を引き出し，これを自己のバッグ内に入れ

るなどし 

もってそれぞれ人を昏酔させてその財物を盗取した 

第２ 平成２５年９月２１日午後２時５５分頃から同日午後２時５９分頃までの間

に，兵庫県西宮市ｉ２町ｊ２番ｋ２号所在のマンション「Ｕ」ｌ２号室ベラン

ダ東側において，同所に置かれたダンボール箱に点火して火を放ち，Ｖ所有に

係る書籍，衣類等在中のダンボール箱６箱を焼損し，これらに着火した炎を燃

え上がらせ，高熱により同ベランダ東側の柱からタイルを脱落させるなどし，

もって公共の危険を生じさせた 

ものである。 

【証拠の標目】 

省略 

【争点に対する判断】 

第１ 各昏酔強盗被告事件（判示第１の１ないし５）について 

１ 争点 

 各事件の争点は，被告人が，各被害者にフルニトラゼパムやブロマゼパム等

の薬物を混入させた飲料を飲ませたか否か，また，そのようにして昏酔状態に

陥らせた各被害者から財物を盗取したか否かであり，弁護人は，いずれの被害

者に対しても，被告人がそのような行為に及んだ事実はないと主張する。 

  そこで，以下これらの点について検討する。 

２ 前提事実 

関係各証拠によれば，次の各事実が認められる。 

 被告人は，平成２２年４月頃から，Ｗクリニックという神経内科に通院し
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ているところ，平成２５年１１月から同年１２月上旬にかけて，３回にわた

り同クリニックを受診し，その都度，向精神薬のブロマゼパムを含有するセ

ニラン錠，向精神薬のフルニトラゼパムを含有するフルニトラゼパム錠及び

精神安定剤のエチゾラムを含有するセデコパン錠を各２８日分処方された。 

  ブロマゼパムやフルニトラゼパム等のベンゾジアゼピン系の薬物は，これ

を体内に摂取すると鎮静作用や睡眠作用が生じる。また，通常の服用量では

まれであるが，認知機能や運動機能が低下したり，前方性健忘の症状により

薬物の作用が生じている間の記憶が失われたりする副作用が生ずることもあ

る。このような副作用は，服用量が増えたり，アルコールとの併用によって，

その発生頻度が高くなる。 

 判示第１の１，２，４及び５の各被害者は，いわゆる婚活パーティを通し

て被告人と知り合い，各事件当日に初めて２人で飲食するなどした。判示第

１の３の被害者は，被告人の元交際相手であるが，被告人から連絡があって

事件当日に久しぶりに再会し，飲食するなどした。 

 各被害者とも，被告人と２人で飲食するなどした後に間もなくして，被告

人と一緒に赴いたバーや貴金属類販売店等において酩酊したような状態にな

ったり，乗り込んだタクシー内で眠り込んだりした。 

 被告人は，判示第１の１から４までの被害品とされる腕時計やバッグ等の

物品，同５の被害品とされるアメリカ合衆国８５ドルを自ら取得していると

ころ（その経緯については争いがある。），そのうち腕時計やバッグ等につ

いては，取得したその日か翌日には，リサイクルショップ等に持ち込んで換

金している。 

 被害者のうちＭ及びＯについては，各事件の翌日に病院に搬送されて尿や

血液等が領置されたところ，両名の尿や血液等を鑑定した結果，フルニトラ

ゼパムの代謝物やブロマゼパムが検出された。また，Ｂは，事件の３日後に

警察官に対して自分の尿を提出しているところ，その尿からブロマゼパム及
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びエチゾラムの各代謝物が検出された（なお，これらの事実の認定根拠であ

る各鑑定書の証拠能力については後述する。）。 

 判示第１の５事件の翌日に被告人方の捜索差押が行われた際，ゴミ袋の中

からウコンの力の空き缶２缶が発見され，うち１缶にブロマゼパム，フルニ

トラゼパム，エチゾラム等が付着していた。 

３ 各被害者の証言の要旨及び信用性 

 証言の要旨 

各被害者は，被告人と２人で飲食した際に，被告人が，カバンの中からウ

コンの力の缶を取り出して，これを飲むように勧めてきたこと，被告人から

手渡されたウコンの力の缶は蓋が開いた状態であったこと，その中身を飲み

干すと，間もなく意識がなくなり，その後，病院や自宅等で目覚めるまでの

記憶がないこと（Ｂは断片的な記憶しかない旨証言している。），記憶をな

くしている間に，財布の中の現金やブランド物のバッグ・腕時計等の所持品

がなくなっていたり，心当たりがないのに，ＡＴＭで多額の出金をしたり，

高額な腕時計をクレジットカードで購入したりしていたことなどについて証

言している。 

   信用性 

    各被害者は，被告人と婚活パーティで知り合ったばかりとか，久しぶりに

再会したかつての交際相手という間柄であり，あえて被告人に不利な内容の

虚偽の供述をするような動機は見当たらない。その供述内容を見ても，被告

人からウコンの力の缶を渡されてこれを飲んだことなどの被害状況について

の供述は，自ら体験したからこそ語り得るような具体的なものである上，記

憶がなくなったという点に関しては，客観的証拠や他の信用できる証拠，す

なわち，Ｍ及びＯについては，同人らが眠り込んでいるような様子が映って

いるタクシーのドライブレコーダーの映像等の証拠と，Ｊ，Ｆ及びＢについ

ては，被告人と一緒に赴いたバーや貴金属類販売店等の店内において，被害
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者がふらついたり，転倒したり，ろれつが回らないなど酩酊したような様子

であったとする同店店員らの証言等と，それぞれ整合する。以上の点に照ら

すと，各被害者の証言はいずれも信用性が高いといえる。 

 弁護人の主張 

ア 弁護人は，ＭやＯについて，搬送先の病院で昏酔から目覚めた直後の朦

朧状態にある中で，捜査機関や医師らと会話したことで，示唆や誘導を受

け，自らが真に体験した記憶と示唆や誘導によって生まれた記憶とを混同

している可能性が十分にある旨主張する。しかし，そもそもそのような意

識状態にあるＭらに対して示唆や誘導をすることが可能とは思われない

上，前記のとおり，同人らの証言は具体的で，その内容自体からして真に

体験した記憶に基づくものと考えられるから，弁護人の主張は採用できな

い。 

イ 弁護人は，次のように主張する。すなわち，判示第１の５事件当日，被

告人の行動確認をしていた警察官のＸは，公判廷において，被告人とＯと

が立ち寄った飲食店やＡＴＭコーナー，両名が乗車したタクシーが被告人

方に到着するまでの間に立ち寄ったコンビニ及びそのタクシー内のいずれ

からもウコンの力の空き缶が発見されなかったことに加え，被告人が空き

缶を廃棄した様子がみられなかったことも証言しているから，もし被告人

が同事件の犯人であるとすれば，Ｏが口をつけた空き缶を自宅に持ち帰っ

たことになるはずである。しかし，翌日に被告人方で差し押さえられたウ

コンの力の空き缶に付着していた唾液ようのものは，唾液と証明されなか

った。そうすると，Ｏがウコンの力の缶を被告人から渡され飲んだという

Ｏの記憶自体が，Ｏの記憶の混同によって生じた可能性が高い，というの

である。しかし，前記Ｘ警察官らは，被告人の全ての行動を確認していた

わけではなく，被告人がＯに飲用させたウコンの力の空き缶を自宅に持ち

帰ったとは限らない。また，ある者がウコンの力の缶に口をつけた場合に，
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後で必ず同人の唾液が鑑定で検出されるとまでいえるものでもない。した

がって，弁護人の指摘をもって，直ちにＯがその記憶を混同させていると

は認められず，弁護人の主張は採用できない。 

   ウ 弁護人は，Ｂの任意採尿経過に関する捜査報告書において，Ｂが，「店

から出されたウコンを飲んでから記憶がなくなり」と申告した旨記載され

ているから，Ｂは，捜査段階で警察官と話をした過程で記憶が混同した可

能性が高いと主張する。しかし，そもそも上記書面の性質上，記載された

Ｂの上記供述の正確性は必ずしも担保されていないというべきであるし，

Ｂについても，その証言内容自体からして真に体験した記憶に基づいて証

言していると考えられるから，弁護人の主張は採用できない。  

   エ 弁護人は，その他にも各被害者の証言が信用できない理由を主張してい

るが，それらは，いずれも前記信用性判断を揺るがすものではなく，その

主張は採用できない。 

４ 検討 

各被害者とも，被害当日，記憶をなくすまでの間は被告人と２人きりで飲食

をしており，各被害者が，飲食店から提供された飲食物以外に体内に摂取した

のは，被告人から受け取ったウコンの力の缶に入っていた飲料のみであったと

考えられる。そのような被害者全員について，上記飲料を飲んだことと無関係

に，飲食後間もなく記憶をなくすことが偶然に重なったとはおよそ考え難いか

ら，各被害者が記憶をなくしたのは，被告人から手渡されたウコンの力の缶に

入っていた飲料を飲んだことが原因であったと考えるのが合理的である。そし

て，被告人方からウコンの力の空き缶２缶が発見され，そのうちの１缶から，

ブロマゼパムやフルニトラゼパム等のベンゾジアゼピン系の薬物が検出されて

いるところ，被告人は，各事件当時，これらの薬物を含有する錠剤を，通常の

使用量を大きく上回る分量処方されていた。また，各被害者とも，ウコンの力

の缶に入っていた飲料を飲んだ後，意識障害が生じ，その運動機能が低下し，
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長時間にわたって前方性健忘の症状が生じていることがうかがわれるところ，

これらは，同人らが供述する飲酒量によって生じたとは考え難く，上記薬物の

作用によるものと考えて矛盾はない。さらに，被害者の中には（Ｍ，Ｏ及びＢ），

その尿や血液から，上記薬物やその代謝物が検出されている者がいる。これら

を併せ考えると，被告人が，各被害者に，フルニトラゼパムやブロマゼパム等

を含有する薬物を密かに混入させたウコンの力の缶入りの飲料を飲ませ，その

ために，同人らが，意識障害を生じるとともに，睡眠状態や，ふらついたりろ

れつが回らないといった運動機能が低下する状態に陥ったと認めるのが相当で

ある。 

このように，被告人は，あえて各被害者に上記薬物を密かに混入させた飲料

を飲ませ，同人らを上記の状態に陥らせた上，そのような各被害者と行動を共

にしている。そして，Ｂ及びＦからは，同人らが購入を申し込んだ腕時計を，

Ｊ及びＭからは，同人らが身に付けていた腕時計等の物品を，さらにＭからは，

同人の財布内の現金を，それぞれ取得しているところ，各被害者とも，それら

を被告人のために購入したり，被告人に渡したりする理由はない旨証言してい

る。また，被告人は，上記の状態に陥ったＯの腕をつかんで支えながらＡＴＭ

コーナーに入り，被告人又はＯがＡＴＭ機を操作して現金を引き出していると

ころ，Ｏはそのような出金をしたことについて心当たりがない旨証言している

上，出金後にＯが同コーナー内で転倒した際に，被告人が自分のカバンを開け

て何かを入れるような動作をしている防犯カメラ映像がみられる。さらに，Ｏ

は，意識を失っている間に財布内に入れていた現金が無くなっていた旨の証言

もしている。以上によれば，被告人は，各被害者を昏酔状態，すなわち意識又

は運動機能の障害が生じ，他人が財物を盗取しようとしても，それを阻止し得

ない状態に陥らせて，これに乗じて各被害品を奪取したものと認められる。 

５ 被告人の供述について 

  被告人は，各事件とも，フルニトラゼパムやブロマゼパム等を混入させたウ
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コンの力の缶入り飲料を被害者に飲ませていないし，被害品を盗取してもいな

いと供述して事実を否認するとともに，各被害者と行動を共にしていた間には，

同人らにふらつくなど酔っぱらった様子などはみられなかった旨供述する。し

かし，被告人の供述を前提にすると，被害者全員が被告人からウコンの力の缶

に入った飲料を飲むように勧められたなどと同じ内容の嘘をついていることに

なるが，そのような事態はおよそ想定できない。また，前記のとおり，各被害

者は，被告人と一緒に乗り込んだタクシー内において，被告人の隣で完全に眠

り込んでいる状態であったり，被告人と一緒に赴いたバーや貴金属類販売店等

の店内において，ふらつく，ろれつが回らない，あるいは転倒するなど酩酊し

たような状態であったことが明らかであるところ，被告人の供述は，これと矛

盾する。よって，その供述は到底信用できない。 

なお，弁護人は，被告人の供述に上記のとおり客観的事実と異なる部分があ

るのは，被告人も供述するとおり，被告人が睡眠導入剤を乱用して健忘症を生

じていたためであると主張する。しかし，そのような被告人の供述自体，都合

のいい弁解との疑いを払拭できないし，仮に被告人にそのような症状があると

すれば，被告人の供述が全体において信用できないことに帰するから，結局，

弁護人の主張は，被告人の供述の信用性を何ら高めることにはならない。 

６ 弁護人の主張について 

   鑑定書の証拠能力について 

    弁護人は，Ｍ及びＯの尿等を鑑定した兵庫県警の科捜研職員Ｙ及びＢの尿

を鑑定した大阪府警の科捜研職員Ｚは，いずれも鑑定の際，犯罪捜査規範１

８６条に違反して，鑑定資料の残部を保存しておくなどの再鑑定のための配

慮を何ら払っていないから，同人らが作成した各鑑定書は証拠能力を欠く旨

主張する。 

しかし，同人らの公判供述によると，Ｙは，尿資料による向精神薬等の鑑

定の場合は，その代謝物等が排出される量が少ないため，できるだけ資料の
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全量を消費して鑑定を行っているというのであるし，Ｚは，尿資料による覚

せい剤以外の薬物の鑑定の場合は，鑑定のための必要量として２０ｍｌを嘱

託してもらうことにしており，それ以上あれば返却するが，今回の資料は１

０ｍｌであったため全量を消費したというのであって，両名とも，再鑑定を

妨げる等の目的からではなく，あくまで鑑定の精度を確保するために必要と

の判断から嘱託された資料を全量消費したものであることが明らかである。

そうすると，弁護人が指摘する点を踏まえても，上記の各鑑定書の証拠能力

は否定されないというべきである。 

   薬物を混入させた飲料を飲ませたか否かについて 

ア 判示第１の１の事実について 

     弁護人は，被告人が，事件当日にＢと一緒に赴いた貴金属類販売店にお

いて，アンケートに回答し，自らの本名及び住所を記入していること，事

件翌日，Ｂに対してメールを送信していることを指摘して，被告人が薬物

を混入させた飲料をＢに飲ませたのだとすれば，このような行動をとるの

は不合理である旨主張する。しかし，罪を犯した者が必ず自らの身元を隠

すとは限らない上，いずれの行動についても，被告人が，犯罪が発覚する

ことを意識していなければ，特に不自然なものとはいえないから，弁護人

の主張は採用できない。 

イ 判示第１の２及び３の各事実について 

  弁護人は，Ｆ及びＪについては，その採取された尿等の鑑定の結果，向

精神薬が何ら検出されていないから，被告人が薬物を飲ませた事実を認め

ることはできないと主張する。しかし，前記Ｙ及びＺの証言によると，薬

物鑑定においては，その分析結果と科捜研が所有している標準品の一致を

確認する必要があるところ，各科捜研によって所有している標準品が異な

っており，兵庫県警の科捜研は，ブロマゼパムの代謝物の標準品を所有し

ていないため，たとえ尿や血液の中に同成分が含まれていたとしても，こ
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れが検出されなかったとの鑑定結果になるし，鑑定で薬物が検出されるか

どうかは，飲用した薬物の量や採尿を行うまでの時間等によって変わり得

る，というのである。そうすると，Ｆ及びＪの尿等の鑑定の結果，向精神

薬が検出されていないとしても，そのことから直ちにＦ及びＪが向精神薬

を飲んでいないことになるわけではないから，弁護人の主張は採用できな

い。 

ウ 判示第１の２の事実について 

弁護人は，Ｆが，事件当時かその前日に，精神安定剤であるジェイゾロ

フト錠を服用していた旨供述しており，同人がジェイゾロフト錠とアルコ

ールを併用したために，意識の混濁や前方性健忘等が引き起こされた可能

性が十分に考えられると主張する。しかし，同人は，ジェイゾロフト錠を

服用しつつ，週に１，２度はビールを中ジョッキで２，３杯飲むことがあ

ったが，記憶をなくしたりしたことはなかったこと，被害当日の飲酒量は

小ジョッキぐらいのグラスで３杯程度であったことを証言しており，この

ことに照らすと，同人が仮にジェイゾロフト錠をアルコールと併用してい

たとしても，飲酒のために前方性健忘等が引き起こされたとは考え難く，

弁護人の主張は採用できない。 

エ 判示第１の５の事実について 

     弁護人は，Ｏが，被告人はＯの目の前でウコンの力をバリッと開けた旨

証言していることを指摘して，被告人に薬物を混入する隙はなかったと主

張する。しかし，Ｏは，被告人がカバンの中に手を入れ，蓋を開ける動作

をしたところを見たと証言しているにすぎないのであり，被告人が，Ｏの

目の前で缶を開封したようにみせるために，Ｏに飲ませたものとは別の缶

を用意していた可能性も十分考えられるから，弁護人の主張は採用できな

い。 

(3) 被害品を盗取したか否かについて 
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ア 判示第１の１及び２の各事実について 

弁護人は，次のような事情からすると，Ｆ及びＢは，自分の意思で腕時

計を購入したといえると主張する。すなわち，Ｂは，ウコンの力の缶入り

の飲料を飲んだ後，飲食店において自らクレジットカード売上票に署名し，

貴金属類販売店でも被告人から背中をたたかれると，しゃきっと立ち上が

り，クレジット売上票に署名している。そして，その際，店員においても，

Ｂに腕時計の価格等を伝えた際に首を上下に振って返事をした様子を見て

同人が購入する意思で署名したものと認識している。また，Ｆは，ウコン

の力の缶入りの飲料を飲んだ飲食店から腕時計を購入した量販店まで，直

線距離で３００メートル余りの距離を徒歩で移動し，被告人と会話し，店

員との間でクレジットカードの本人確認情報（電話番号の下４桁や勤務先）

等についてやりとりをし，自分自身でクレジットカード売上票に署名し，

被告人に支えられながらも歩いて退店するなどしている，というのである。

しかし，Ａ１の証言によれば，ベンゾジアゼピン系の薬物を摂取すると，

その作用として鎮静作用や睡眠作用が生じるが，その作用により睡眠状態

にある人を無理に起こすなどすれば，不完全な覚醒状態となり，副作用と

して運動機能や認知機能が低下すること，その場合であっても，日常的に

繰り返し行うような行動についての記憶（意味記憶）は障害されず，半覚

醒状態下においても意味記憶に基づく行動（その一例としては，メールや

歩行，食事などが挙げられる。）をとることがあり得ることが認められる

（なお，Ａ１証言は，同人の医師及び基礎医学薬理学の教授としての豊富

な経験に基づくものである上，その内容をみても臨床研究から得られたデ

ータ等の具体的根拠に基づいて述べられた合理的なものであるといえるか

ら，信用できる。）。そうすると，弁護人が指摘する事情は，いずれも意

味記憶に基づく行動として説明できるものであり，ＦやＢが被告人から飲

まされた薬物の影響で昏酔状態にあったことと矛盾するものではないか
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ら，弁護人の主張は採用できない。 

イ 判示第１の５の事実について 

弁護人は，Ｏは，ふらふらした状態ながら自分の足で歩いてＡＴＭコー

ナー内に入り，ＡＴＭ機に向かって立っていること，同コーナー内でのＯ

の様子をうかがっていた前記Ｘ警察官らが，既に被告人の逮捕状を得てい

たにもかかわらず，その執行をするには至らなかったことなどの外部的状

況に照らすと，Ｏは昏酔状態に陥っておらず，自分の意思で現金を引き出

したといえる旨主張する。しかし，Ｏは，ＡＴＭコーナー内で，終始被告

人から支えられており，転倒してもなかなか起き上がれず，通行人らの助

けを借りてタクシーまで運ばれるような状況であったのであり，これはま

さにＯが昏酔状態にあったことを裏付ける状況であったというべきであ

る。また，警察官らが逮捕状を執行しなかったからといって，Ｏが昏酔状

態になかったことになるわけでもない。なお，弁護人が指摘するＯが自ら

の足で移動したり，自宅において警察官の呼びかけに何かしらの返答をし

ていたことなどの事情は，前記Ａ１が証言するところの意味記憶に基づく

行動として理解が可能であり，Ｏが昏酔状態に陥っていたことと矛盾しな

い。よって，弁護人の主張は採用できない。 

(4) 弁護人は，その他にも，被告人が判示第１の１から５までの犯行を行って

いない理由を主張するが，それらは，いずれも前記認定を妨げるものではな

く，採用できない。 

 ７ 結論 

   以上のとおり，関係各証拠によれば，被告人が，各被害者を昏酔させて金品

を盗取しようと企て，各被害者に薬物を密かに混入させた飲料を飲ませて，同

人らを昏酔状態に陥れた上，同人らから各被害品を盗取したとの判示の各事実

を認めることができる。 

第２ 建造物等以外放火被告事件（判示第２）について 
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 １ 争点 

   争点は，被告人の犯人性である。 

２ 前提事実 

次の各事実は，当事者間に概ね争いがなく，関係各証拠により容易に認めら

れる。 

 被告人とＶは，本件事件当時，結婚を前提に交際中であったところ，事件

当日の平成２５年９月２１日午前９時頃から，Ｕｌ２号室（以下，単に「ｌ

２号室」ということがある。）への引っ越しのため，同室の掃除を行ってい

た。 

 同日午後２時５５分頃，被告人とＶは，外出のため一緒にｌ２号室を出た

が，その後，被告人だけが，いったんｌ２号室へ戻り，Ｖは，そのまま１人

でエレベーターに乗り，前記マンションの１階へと降りた。 

 被告人は，同日午後２時５９分頃，エレベーターに乗って前記マンション

１階へと降り，Ｖと合流した。 

 同日午後３時６分頃，通行人が,ｌ２号室のベランダから黒煙が上がってい

ることに気づき，１１９番通報を行った。 

 同日午後３時１１分頃，消防隊員がｌ２号室に到着したところ，その際に

は，ｌ２号室の玄関ドアを含むすべての開口部は施錠されていた。 

 火災の火元は，ｌ２号室ベランダに置かれていたダンボール付近であった

が，ベランダに自然発火する物はなく，火災の原因は放火であると考えられ

る。なお，同室の和室の押し入れには，ダンボールの切れ端及び使用済みの

マッチ４本が置かれており，押入北東下部に設置されたコンセントの差込口

には，ダンボールの切れ端が詰められていた。 

 ｌ２号室は，前記マンションの３階にあり，地上から同室ベランダ柵上ま

での高さは，約７．５メートルであった。 

３ Ｖ証言の要旨及び信用性 
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 証言の要旨 

  Ｖは，被害当日の午前中にｌ２号室を掃除した際には，和室の押し入れ内

にダンボールやマッチ棒はなかったこと，同日午後２時５５分頃，外出のた

めに同室を出た直後に，被告人が戸締りを忘れたと言い出したため，被告人

に部屋の鍵を渡したこと，同室の鍵は２つあったが，うち１つはＶの実家に

て保管していたこと，外出時には，室内やベランダから火災は発生しておら

ず，Ｖ自身はｌ２号室に放火をしていないことを証言する。 

  信用性   

ｌ２号室及びその火災保険の契約者は，Ｖの勤務先であり，Ｖは，火災保

険金の支払い等によって利益を受ける立場にはなかった。むしろ，Ｖは，平

成２５年８月１２日にも自宅が火災にあい，勤務先に依頼をして社宅として

ｌ２号室に住むことになったのであって，このような短期間に再度自宅が火

災になるような事態になれば，勤務先からの信用も失われかねない状況にあ

った。そのようなＶに，放火をする動機があるとは考え難い。Ｖは，ｌ２号

室を出た後に，被告人が同室に戻ることを引き止めるなどしていないところ，

仮にＶが放火の犯人であるとすれば，そのように自らの犯行が発覚し得るよ

うな行動をとることは極めて不自然である。同室に戻った被告人も，ベラン

ダに炎や煙はなかった旨供述している。Ｖの証言内容は，以上のような事情

に照らして合理的である上，具体的で特に不自然な点もないから，十分に信

用できる。 

４ 検討 

前記前提事実及び信用できるＶ証言によれば，平成２５年９月２１日午後２

時５５分頃，Ｖがｌ２号室を出て階下に降りた際には，室内及びベランダに火

の気はなかったのであるから，同時刻から１１９番通報がなされた同日午後３

時６分頃までの間に犯行が行われたと考えられる。そして，ｌ２号室がマンシ

ョンの３階に位置していること，同室内の和室から，同日午前中にはなかった
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ダンボール片や使用済みのマッチなどが発見されているところ，これらは，犯

人が室内でも放火を試みようとした痕跡のようにみられることに照らせば，犯

人は，ｌ２号室の室内に侵入した上で，本件犯行を行ったものと認められる。

以上の事実を前提として，本件犯行当時，ｌ２号室の鍵を所持していたのは被

告人とＶのみであったこと，消防隊員が同室に到着した際，ｌ２号室の開口部

はすべて施錠されていたことからすれば，鍵を所持していた被告人及びＶ以外

の第三者が同室内に侵入して放火をした可能性はおよそ考えられない。そして，

前記のとおり，自分は放火してない旨のＶ証言は十分に信用できるのであるか

ら，被告人が本件建造物等以外放火罪の犯人であると認めるのが相当である。 

５ 弁護人の主張について 

   弁護人は，事件当時，被告人はＶと結婚を前提として交際しており，ｌ２

号室で同棲をする予定であったこと，放火によって被告人が保険金等の利益

を得る立場にもなかったことなどを挙げて，被告人に放火の動機はないと主

張する。この点，関係各証拠によっても，被告人の犯行動機は判然としない

というほかないが，そうであるからといって，上記認定が左右されるもので

はない。 

   また，弁護人は，消火活動後，被告人が，和室からダンボール片や使用済

みのマッチ棒を見つけたとＶや周囲にいた警察官らに伝えているところ，そ

のような被告人の行動は，仮に被告人が犯人であるとすれば不合理な行動で

あると主張する。しかし，このような被告人の行動は，通常犯人であればと

らないであろう行動を，被告人が自分が犯人であると疑われないようにする

ため，あえてとったと評価することも可能であるから，弁護人の主張によっ

て，上記の認定判断が覆されるものではない。  

６ 結論 

  以上のとおり，関係各証拠によれば，被告人が判示の建造物等以外放火事件

の犯人であると認めることができる。 
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【法令の適用】 

 罰       条       

  判示第１の１ないし５の各行為   いずれも刑法２３９条，２３６条１項 

  判示第２の行為          刑法１１０条１項 

併 合 罪 加 重         刑法４５条前段，４７条本文，１０条 

（刑及び犯情の最も重い判示第１の２の

罪の刑に法定の加重） 

未決勾留日数の算入         刑法２１条 

訴 訟 費 用 の 負 担         刑事訴訟法１８１条１項本文 

【量刑の理由】 

人に密かに薬物を飲ませて昏酔させ，金品を盗取するという態様の昏酔強盗は，

その被害後も被害者にしばらく意識障害が継続するため，危険性が大きく，悪質な

ものというべきであるが，被告人は，一緒に飲食店に入った男性に，巧みに薬物入

りの飲料缶を手渡して飲ませ，昏酔状態に陥れるなどして，判示のとおり１か月半

の間に５件もの昏酔強盗の犯行を重ねている（被害合計３５６万円余りほか米ドル）。

また，被告人は，昏酔強盗の標的とする男性を探す目的で婚活パーティに参加して

いたことがうかがわれるし，被害者が身に付けていた金品のみならず，被害者をわ

ざわざＡＴＭコーナーや貴金属類販売店まで連れて行き，引き出させた現金や購入

させた物品を奪うことまでしており，犯意の強固さが明らかである。以上のような

事情を考慮すれば，各昏酔強盗の犯行の行為責任は，同種事案の中でも重いものと

いわざるを得ない。そして，この責任に，集合住宅のベランダに置かれたダンボー

ルに放火して，周囲の入居者の身体等に対しても危険を生じさせた建造物等以外放

火の行為責任も加味することとなる。 

その上で，一般情状についても検討すると，被告人が被害者らに対し，受け取っ

た被害品についての弁償を申し入れ，そのうち一名に対しては被害額全額の弁償を

行っていることを考慮しても，被告人が不合理な弁解に終始して反省の情が全く認
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められないことからすれば，主文の刑は免れないというべきである。 

（求刑 懲役１５年） 

平成２７年８月５日 
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